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今後、一人暮らしの高齢者の割合は
加速的に上昇する可能性
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昭和元～５年生
8.0％

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

資料：総務省「国勢調査」（昭和55年～平成17年）より作成
（注1）単身世帯数を単身世帯者数として算出
（注2）昭和55年については20％抽出結果による
（注3）生まれ年別のデータ（図1－3－1、図1－3－2、図1－3－4）の見方について、例えば、昭和21 ～ 25年生まれの数値は、
　　  平成12年調査結果における50 ～ 54歳の者の数値、平成17年調査結果における55 ～ 59歳の者の数値を参照している。

第３節 ７つのデータに見る高齢者の姿

第１節では高齢化の状況、第２節では高齢者
の姿と取り巻く環境の現状と動向を概観してき
た。本節では、高齢者の暮らしぶりや生きがい
への影響が大きい住まい方、働き方、健康につ
いての７つのデータを取り上げ、過去から現在
にかけて高齢者の姿がどのように変わってきた
のかを概観するとともに、今後の動向を考察する。

（１）暮らす
①一人暮らしをする者の割合
－急増が見込まれる一人暮らし高齢者－
一人暮らしをする者が人口に占める割合を年

齢別に見ると、婚姻などにより３０代後半までは
下がり、その後、年齢が上昇するにつれて配偶
者との離別や死別などにより、その割合は高く
なるというのが一般的なパターンである。
これを生まれ年ごとのグループ（世代）に分

けて見ると、一人暮らしをする者の割合は、後
に生まれた世代ほど上昇しており、世代間の差
は年齢が上昇しても維持されている。３０歳代後

半時点で比較すると、ほぼ５年間で１～２ポイ
ントずつ上昇している。近年、一人暮らしの高
齢者が増加しているが、世代別で見たときの傾
向が続くと仮定すると、今後、一人暮らしをす
る高齢者の割合は加速的に上昇することが考え
られる。

②都市部の人口
－都市部に居住する高齢者が増加－
都道府県別に６５歳以上の高齢者の人口につい

て見てみよう。
図１－３－２は、国立社会保障・人口問題研

究所が公表した都道府県別の６５歳以上の高齢者
人口を推計した結果である。
これによると、平成４７（２０３５）年には、東京

都や神奈川県、大阪府、埼玉県、愛知県などの
いわゆる大都市圏において、高齢者の人口が
２００万人を超えることがわかる。特に、東京都
においては、約３９０万人に達すると推計されて
いる。

図１－３－１ 一人暮らしをする者が人口に占める割合（世代別）
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東京都
神奈川県
大阪府
埼玉県
愛知県
千葉県
北海道
兵庫県
福岡県
静岡県
茨城県
広島県
京都府
新潟県
宮城県
長野県
岐阜県
栃木県
福島県
群馬県
岡山県
熊本県
三重県

鹿児島県
長崎県
愛媛県
山口県
奈良県
青森県
滋賀県
沖縄県
岩手県
大分県
宮崎県
山形県
石川県
秋田県
富山県
香川県

和歌山県
山梨県
佐賀県
福井県
徳島県
高知県
島根県
鳥取県

（千人）

平成47年
平成17年

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」
（注）平成17年の国勢調査を踏まえた「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」に基づく推計。推計にあたっては、コーホート要因法が
　　用いられており、女子年齢別出生率、男女・年齢別生残率、男女・年齢別移動率等について仮定を置いた上で計算されている。

また、平成１７（２００５）年から平成４７（２０３５）
年までの６５歳以上の高齢者人口の増加率の上位
１０位について見ると、神奈川県や埼玉県などの
大都市圏の都府県がほぼ占められていることが
わかる。

（２）働く
①就業している者の割合
－上昇の兆しが見られる６０歳代の就業率－
就業している者が人口に占める割合（就業率）

について、世代別に見る。

図１－３－２ 都道府県別の高齢者人口と増加率（平成１７年、平成４７年（推計））

１ 神奈川県 ８２．９
２ 埼玉県 ８２．３
３ 沖縄県 ８０．２
４ 千葉県 ７６．６
５ 東京都 ６７．６
６ 愛知県 ６５．６
７ 滋賀県 ６０．７
８ 栃木県 ４９．５
９ 茨城県 ４９．５
１０ 大阪府 ４９．４
： ： ：
３８ 鳥取県 １６．７
３９ 徳島県 １５．７
４０ 鹿児島県 １４．７
４１ 岩手県 １４．４
４２ 和歌山県 １３．９
４３ 山口県 １０．５
４４ 山形県 ８．２
４５ 高知県 ８．０
４６ 秋田県 ４．１
４７ 島根県 ２．６

都道府県別６５歳以上人口の増加
率（平成１７年～４７年（推計））上
位１０位と下位１０位

（％）



（％）（％）

資料：総務省「労働力調査」（昭和48年～平成20年（５年ごと））より作成
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60 ～ 64歳の就業率
は、昭和14～ 18年
生まれが64.7％、
昭和19～ 23年生ま
れが72.5％と、7.8
ポイント上昇。

昭和19～
23年生まれ

70

60

昭和14～
19年生まれ

後に生まれた
世代ほど上昇
する傾向

まず、男性について見ると、各世代とも５０歳
代までは９０％前後の水準を維持しているが、６０
歳を境として急激に低下する。その中で、６０～
６４歳については、昭和１９年～２３年生まれの世代
が、その前の世代より７．８ポイント、６５～６９歳
については、昭和１４～１８年生まれの世代が、そ
の前の世代より３．４ポイント高い就業率を記録
した。これには、定年の延長や再雇用などを利
用して６０歳を過ぎても働く者が増えたことが影
響していると考えられる。
一方、女性について見ると、ほとんどの年齢

層で後に生まれた世代ほど就業率は高い。６０～
６４歳時点で比較すると、昭和１９～２３年生まれの

世代は、昭和４～８年生まれの世代よりも３．２
ポイント上昇するなど、女性の就業率は高年齢
層においても上昇しており、今後もその傾向は
続くのではないかと考えられる。

②雇用者比率
－男女ともに上昇する雇用者比率－
雇用者比率とは、働く者のうち、会社や官公

庁等に雇われて働く者と役員の割合である。
男性について見ると、世代を追うごとに上昇

しており、特に、昭和１６年～２０年生まれまでの
世代で上昇幅が大きいが、その後、上昇幅は
徐々に小さくなっていることがわかる。

図１－３－３ 就業率（世代別）
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（％）（％）

資料：総務省「国勢調査」（昭和45年～平成17年）より作成
（注１）雇用者とは、会社，団体，官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料，賃金を得ている者及び会社，団体の役員をいう
（注２）雇用者率とは、就業者のうち、雇用者として働く者の割合（％）
（注３）昭和45年については10％抽出結果による
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資料：総務省「社会生活基本調査」（昭和51年～平成18年）
（注１）週全体を平均した１日当たりの行動時間
（注２）総平均時間（該当する種類の行動をしなかった人を含む全員についての平均）
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一方、女性について見ると、前述の就業率と
同様、すべての年齢層で後に生まれた世代ほど
雇用者比率が上昇しているが、徐々に上昇の幅
は小さくなってきている。
雇用者比率の上昇は、裏返せば自営業主や家

族従業者の減少を意味し、地域社会における人
間関係や個人のライフスタイルなどの面でこれ
からの高齢者の生活に影響を与えると考えられ
る。

（３）楽しむ
①スポーツの実施状況
－高齢者の活動時間は倍増－
次にスポーツをする時間について見てみる。

図１－３－５は、１日当たりのスポーツをする
時間を年齢別に示したものである。３０年前と比
較すると、３９歳以下の各年齢層のスポーツをす
る時間は減少しており、４０歳代は、６～１０分の
間を上下している。これに対して、５０歳以上の

図１－３－４ 雇用者比率（世代別）

図１－３－５ スポーツにかける時間（週全体（１日当たり））



（分）

資料：総務省「社会生活基本調査」（昭和51年～平成18年）
（注１）週全体を平均した１日当たりの行動時間
（注２）総平均時間（該当する種類の行動をしなかった人を含む全員についての平均）
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」（昭和62年、平成9年、平成19年）
（注１）BMI（Body Mass Index:（体重kg)／(身長m）の２乗）を用いた。ここでは、BMI≧25の者を肥満者とした。
（注２）妊婦は除外している。
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各年齢層ではスポーツをする時間が増加してお
り、５０～５９歳は７分、６０～６４歳は１４分、６５～６９
歳は１６分、７０歳以上は９分の増加、特に６０歳代
では２～３倍に増加しており、健康で活動的な
高齢者の姿がうかがわれる。

②趣味・娯楽の実施状況
－自分のやりたいことをやってみる６０歳代－
次に趣味・娯楽にかける時間について見てみ

よう。図１－３－６は、図１－３－５と同様１
日当たりの趣味・娯楽にかける時間を年齢別に

示したものである。３０年前と比較すると、各年
齢層で趣味・娯楽にかける時間は増えている
が、働き盛りと言われる４０歳代、５０歳代では１０
分の増加に対して、６０歳代前半では２０分、６０歳
代後半では２２分増加している。
本章第１節で取り上げた高齢者のグループ活

動への参加状況にも見られるとおり、スポーツ
や趣味に関する活動は活発になっていることが
わかる。

図１－３－６ 趣味・娯楽にかける時間（週全体（１日当たり））

図１－３－７ 肥満者の割合
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③肥満者の割合
－４０歳代を中心に男性の各年齢層で肥満者が
増加－
次に、人口に占める肥満者の割合を見てみよ

う。
男性について見ると、２０年前と比較すると、

全ての年齢層において肥満者の割合が増加して
おり、５０歳代では、２５．０％から３４．３％へと９．３
ポイント増加した。若年層での増加も著しいこ
とから、将来的に、高年齢層の肥満者比率はさ
らに上昇すると予想される。
一方、女性について見ると、男性とは反対に

全体的に減少又は横ばい傾向にある。５０歳代で
は２０年前に比べて８．８ポイント減少している。
今の５０歳代の世代が今後６０歳代、７０歳代になっ
たときには、その年齢層の肥満者の割合はさら
に低くなるのではないかと考えられる。

（４）まとめ
以上、高齢者の活動や高齢者を取り巻く状況

について、７つのデータを用いて観察した。
継続雇用の進展等によって６０歳代の就業率は

上昇する兆しが見られ、職業生活からの引退過
程は多様化していく可能性がある。
本節のデータで見られた雇用者比率の上昇

は、就業形態の変化を意味するだけではなく、
「日中、地域から離れて会社勤めをする」とい
うライフスタイル上の変化でもある。地域に密
着した農業者や自営業者に比べて、雇用者、い
わゆる「サラリーマン」として会社を生活の拠

点としてきた者にとっては、退職を機に、会社
から地域社会へと生活の重心を移す中で人との
つながりを持ちつつ居場所を確立できるかどう
かが、高齢期の生活のあり方を大きく左右する
だろう。
加えて、都市部での居住や一人暮らしが増加

していくこともデータから明らかであり、今後
は、旧来からの地縁や血縁によるつながりを持
たない高齢者が増えると考えられる。
この中で、現在の高齢者には、自分の嗜好に

従って積極的にスポーツや趣味などを行う者も
増えており、すでに若年層や中年層をしのぐほ
ど活発な一面も見られる。また、第２節で見た
ようにスポーツや趣味などを通じた自発的な交
流は拡大しつつあり、個人の選択や嗜好をベー
スにした行動と交友関係があいまって広がって
いく兆しが見られる。
このように活発な活動を展開する高齢者の増

加が期待できる一方、将来的に高齢者の絶対数
が大幅に増加していく中にあって、地縁や血縁
の支えを持たないまま、それに代わる人間関係
を形成できない孤立した高齢者が増加していく
ことも懸念される。
以上の考察を踏まえ、今後の高齢社会対策の

展開に当たっては、困窮した高齢者が孤立に陥
らないコミュニティづくりや、地域の実情に応
じた見守りシステムなど、地域での取組を促進
し、新たな居場所や地域社会とのつながりを持
てる環境の整備を進めていくことが必要であ
る。



区 分 主 な 取 組 の メ ニ ュ ー
実態把握等の取組 ・単身高齢者の孤独死事例の実態調査

・単身高齢者世帯実態調査
・民間マンション管理者に対する孤独死防止対策実態調査、等

普及啓発等の取組 ・市町村広報誌等を通じた啓発
・孤立死防止のための啓発パンフレット・リーフレット、チラシ等の配布、等

安否確認システム等の取組 ・郵便局外務職員による月２回の定期的な安否確認、励ましやいたわりの声かけ
・住民参加による継続的な見守り活動、安否確認の実施、等

緊急情報システム等の取組 ・緊急連絡カード、安心登録カード等の配布
・孤独死１１０番、等

サロン等集う場の取組 ・マンションでのサロン開催（一定期間の居住・利用者全ての世帯を対象）
・食事会・いきいきサロン・ふれあい喫茶等の開催、等

ネットワーク構築等の取組 ・孤独死防止ネットワーク会議
・地域支援ネットワークの整備（行政、社協。地域包括支援センター、民生委員等が中心と
なるネットワークの構築）、等

相談事業等の取組 ・福祉よろず相談
・社会福祉協議会に連絡相談窓口の設置、等

その他の取組 ・「心のケアサポーター」養成講座の開催
・「一人暮らしの便利帳」の配布、等

（出典：平成２０年３月「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議（「孤立死」ゼロを目指して）」）

「孤立死（孤独死）ゼロを目指して」

「年の瀬。ビルのはざまにある東京・代々木の借家から、男性の白骨遺体が見つかった。病死とみ
られ、死後６年以上が過ぎているという。男性は借家で妻子と「幸せな家庭」を築いていたが、離婚
して行方不明に。人知れず借家に戻って「孤独死」した。その後も誰に気づかれることなく、放置さ
れた。師走の悲しすぎる現実…。都会の人間関係の希薄さが浮かび上がる。」（２００８年１２月２０日、産経
新聞）
日本では高度経済成長時代に、大都市部への人口集中が進行した。世帯構成は多世代同居型から核

家族型にシフトし、大都市部では借家住まいやマンション居住が急増した。
このような社会環境の変化に伴い、高齢者を取り巻く環境も大きく変わった。単身高齢者世帯や高

齢者夫婦世帯が増加する（図１－２－２）とともに、近隣意識や地域社会とのつながりが弱まり、社
会から「孤立」する世帯も増え続けている。
（独）都市再生機構は、同機構が運営管理する賃貸住宅約７７万戸（１，８１１団地）において、単身の
居住者が誰にも看取られることなく賃貸住宅内で死亡したケース（自殺や他殺を除く）を孤立死とし
て集計した。平成１１年度の発生件数２０７人が１９年度には５８９人と、８年間で約２．８倍に増加した。なお、
発生件数の６８％が６５歳以上の高齢者であった。
こうした「孤立死」を社会問題として捉え、厚生労働省では、平成１９年度には１億７千万円を予算
とした「孤立死防止推進事業」を創設するとともに、関係省庁と共同して「高齢者等が一人でも安心
して暮らせるコミュニティづくり推進会議（「孤立死」ゼロを目指して）」を設け、「人の尊厳を傷つ
けるような悲惨な孤立死が発生しないよう、各地域の実情に応じてコミュニティを活性化する必要が
ある」旨の提言を行っている。また、いくつかの自治体でも孤立死防止対策の推進のための取組支援
がスタートし、住民も参加した取組が広がりつつある。（取組内容については下表を参照）
今後、一人暮らし高齢者が増加する中で、高齢者が「孤独」に陥らないためには、孤立死が起こる

前に発見するコミュニティづくりや、地域の実情に応じた様々なツールや見守りシステムを活用した
ネットワークづくりなどの地域での取組を進めることが重要である。
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